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〔研究ノート〕

  なぜ人工妊娠中絶に配偶者の同意が求められるのか
―配偶者同意要件の歴史的位置づけと運用を踏まえて

新　山　惟　乃

要　旨
母体保護法 14 条では，人工妊娠中絶にあたって，本人のほかに配偶者の同意

を求めている（以下，配偶者同意要件という．）．本稿では，母体保護法とその
前身である国民優生法・優生保護法における配偶者同意要件の歴史的な位置づ
けや，現在の運用を踏まえ，配偶者同意要件の趣旨についての見解を整理し，
その妥当性を検討した．

まず国民優生法には人工妊娠中絶に関して配偶者同意要件にあたる規定がな
く，人工妊娠中絶の配偶者同意要件は，優生保護法においてはじめて設けられた．
優生保護法成立時の本要件の立法趣旨は明確でないが，その趣旨を〔1〕婚姻関
係の保護とした通知がある．また母体保護法成立以降，行政によって明らかと
された趣旨には，〔2〕胎児の生命尊重と〔3〕胎児の親として配偶者の有する権
利の保護がある．司法では，岡山地裁判決において〔4〕配偶者の意思表明の機
会を得る利益の保護という解釈が見られる．

これらの見解について，まず〔1〕と〔2〕によっては本要件を十分に説明で
きない．〔3〕は「胎児の親」を血縁上の親と解釈した場合には 14 条の文言や運
用の現状と，〔4〕は文言と，合致しない．また〔3〕の「胎児の親」を法律上の
親として解釈した場合には文言と運用に齟齬しないが，仮にそうであるとして
も，その権利が，どうして胎児の血縁上の親であるが配偶者でない男性や女性
本人に対して優越するとみなされるのかについては，疑問が残る．よって，現
在見られる配偶者同意要件の趣旨に関する見解は，いずれも妥当でないように
思われる．

1．はじめに

日本では，刑法 212 条以下 5 条において堕胎
が禁じられている．しかし例外的に「胎児が，
母体外において，生命を保続することのできな
い時期」（母体保護法 2 条 2 項）において，妊
娠の継続・分娩が身体的・経済的理由により母
体の健康を著しく害するおそれのある場合また
は強制性交被害に伴う妊娠の場合には，本人お

よび配偶者（事実婚を含む．同法3条1項参照．）
の同意を得て，医師は人工妊娠中絶を行うこと
ができる（同法 14 条 1 項）．つまり，「配偶者
が知れないとき若しくはその意思を表示するこ
とができないとき又は妊娠後に配偶者がなくな
つたとき」には本人の同意だけで人工妊娠中絶
を行うことができる（同法 14 条 2 項）ものの，
原則的に人工妊娠中絶には配偶者の同意が必要
であり（以下，この要件を配偶者同意要件とい
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う．），人工妊娠中絶手術を受けたい女性とそれ
に同意しない配偶者とが存在したとき，決定権
を有するのは配偶者となる場合がある．

人工妊娠中絶手術を受けるのは女性本人であ
るのに，なぜ配偶者の同意が必要となるのか．
本要件は，誰のどのような利益を保護しようと
しているのか．このような配偶者同意要件の趣
旨は，先行研究において十分に明らかにはされ
ていない．そこで本稿では，母体保護法とその
前身である国民優生法・優生保護法における配
偶者同意要件の歴史的な位置づけや，現在の運
用を踏まえ，本要件の趣旨についての見解を整
理し，その妥当性を検討する．

2．配偶者同意要件の歴史的な位置づけ

（1）国民優生法と配偶者同意要件
国民優生法は 1940 年，「悪質なる遺伝性疾患

の素質を有する者の増加」を防止することと「健
全なる素質を有する者の増加」を図ることに
よって，「国民素質の向上を期する」ことを目
的として（1 条）成立した．この法律では，優
生目的による不妊手術を規定し，妊娠中絶や優
生目的ではない不妊手術を制限した．

国民優生法において妊娠中絶等の手続きを規
定した 16 条には，妊娠中絶にあたって本人や
配偶者の同意を求める要件はなかった．一方で，
優生手術の申請には原則として，配偶者の同意
が必要とされた（4 条）． 厚生省予防局（1940：
31）はこれを「配偶者は子供を作る作らぬと云
ふことに重大なる関係を有して居るから第一に
其の意思を重要視した」と説明していることか
ら，この規定は配偶者の子に関する利益に配慮
したものであると思われる．

（2）優生保護法と配偶者同意要件
1948 年，国民優生法に代わって成立した優

生保護法は，「優生上の見地から不良な子孫の
出生を防止する」ことと「母性の生命健康を保
護すること」を目的とした（1 条）．この法律は，
優生手術や人工妊娠中絶手術に係る規定を設

け，国民優生法では結局施行されなかった強制
優生手術を取り入れたほか，人工妊娠中絶を許
容した．人工妊娠中絶に関してはその後，1949
年と 1952 年の法改正を通じて対象者が拡大し
手続きも簡略化されるなどした．

優生保護法では，1948 年の成立当初から，
任意の人工妊娠中絶・審査を必要とする人工妊
娠中絶ともに原則的に配偶者の同意を要件とし
た（12 条，13 条）が，どちらも「配偶者が知
れないとき又はその意思を表示することができ
ないとき」には，本人の同意だけで人工妊娠中
絶が行えた（12 条 2 項・3 条 2 項，13 条 3 項）．
この「配偶者が知れないとき」という文言につ
いては，私生児を意味すると解釈した議員の発
言（小杉議員 第 2 回国会参議院厚生委員会第
14 号）1 が見られるが，実際に何を意図していた
のかはわからない．

なお配偶者の同意は優生手術でも必要とされ
たが，そこでは「本人の同意並びに配偶者…が
あるときはその同意を得て」という文言になっ
ており（3 条），本人に配偶者がいない場合を
想定している．一方で，人工妊娠中絶に関する
規定の文言は「本人及び配偶者の同意を得て」
となっている（12 条，13 条）．「未婚者や未亡人」
の人工妊娠中絶について，法案の提案者の一人
である谷口（1949：18）が「一般によいという
事にしますと風儀道徳の退廃を来たす虞れ」が
あると説明していることから，これは（結婚し
ていない女性の人工妊娠中絶を禁止しようとし
たわけではないものの）「風儀道徳」に配慮し
た結果であると思われる．

1949 年の法改正では，経済的理由による人
工妊娠中絶が認められるようになった．高田

（1964：194-195）によれば，その 2 年後である
1951 年，衛庶発第 80 号（昭和 26（1951）年 8
月 25 日）において配偶者同意要件の趣旨への
言及が為されている．そこでは，本要件の趣旨
は「婚姻関係を保護する」ことにあるため婚姻
関係解消後には前夫の同意は不要であるが，離
婚交渉中であれば同意は必要であり，配偶者の
同意は人工妊娠中絶の理由にかかわらず必要で
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あるとされた．また，1950 年に医師らによっ
て行われた対談（医学の世界社 1950：52）では，
結婚していない女性の人工妊娠中絶にあたっ
て，医師が民生委員や親権者の同意を得ながら
実施していたことを示唆する発言が見られた．

さらに 1952 年，人工妊娠中絶の手続きを簡
略化し，配偶者同意要件については「配偶者が
知れないとき若しくはその意思を表示すること
ができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつ
たとき」を例外とする（14 条 2 項）改正が為
された．1953年の「優生保護法の施行について」

（厚生省発衛第 150 号 昭和 28（1953）年 6 月
12 日）2 では，人工妊娠中絶の要件を定める 14
条についての解釈の整理が見られる．そこでは，
14 条 2 項の「配偶者が知れないとき」について，

「民法上不在者として取り扱われる等配偶者の
所在が知れないことが法的手続により確認され
ているときだけでなく，事実上所在不明の場合
も含む」とされた．また，同項の「（配偶者が）
意思を表示することができないとき」について
は，「禁治産の宣告等意思能力のないことが法
的手続により確認されているときだけでなく，
精神病，精神薄弱又は外地抑留等のため事実上
その意思を表示することができない場合も含
む」とされ，「しかしながら遠隔地へ出稼して
いるときのように配偶者の所在が判明してお
り，何らかの方法でその意思を表示することが
可能である場合は，これに当らない」と加えら
れた．以上から，14 条 2 項の例外規定は，厳
格な確認等を求めていたわけではないことがわ
かる．一方で高田（1964：196-197）によれば，
昭和 28（1953）年 12 月 16 日の衛庶発第 82 号
では，配偶者同意要件は「伝聞による間接的な
配偶者の同意は認めるべきでない」ともされて
おり，14 条 2 項に該当しない場合には，行政
の立場では，ある程度厳格な運用を行っていた
ようにも思われる．

（3）母体保護法と配偶者同意要件
1996 年，優生保護法を改正し，「母性の生命

健康を保護する」ことを目的とする（1 条）母

体保護法が成立した．この改正は，カイロ会議
での女性障害者によるスピーチを発端とする海
外メディアの注目（利光 2012：91-92）や厚生
省の組織改編（丸山・山本 1997：19-20）をきっ
かけとして，障害者差別解消のために行われた
ものである．一方で人工妊娠中絶に関する規定
の内容については，優生思想に関わる部分だけ
が削除され，配偶者同意要件を含む他の部分に
変更は加えられなかった．

母体保護法の施行にあたっては 1996 年，「母
体保護法の施行について」（厚生省発児第 122
号 平成 8（1996）年 9 月 25 日）3 が出されている．
これは人工妊娠中絶可能期間の変更以外は「優
生保護法の施行について」（厚生省発衛第 150
号 昭和 28（1953）年 6 月 12 日）から変更さ
れていない．つまり，14 条 2 項の「配偶者が
知れないとき若しくはその意思を表示すること
ができないとき」という例外規定について厳格
な適用を求めない姿勢にも，変更はないと思わ
れる．なお，この「母体保護法の施行について」
には 2020 年に一部変更が加えられたが，配偶
者同意要件に関する部分に変更は見られない．

3． 行政による配偶者同意要件の趣旨について
の解釈と運用

（1） 行政による配偶者同意要件の趣旨につい
ての解釈

近年の行政による解釈においては，配偶者同
意要件の趣旨を，胎児の生命尊重と関連付ける
ものが見られる．例えば 第 204 回国会参議院厚
生労働委員会第 15 号（令和 3（2021）年 5 月
13 日）4 において，厚労省子ども家庭局長は，配
偶者同意要件について「リプロダクティブヘル
ス・ライツといいますか，女性の自己決定権と
いう問題もございますが，一方で，また胎児の
生命尊重というもう一つの大きな課題もござい
ます．」5 という回答を行っている．このほか，
同委員会第 3 号（令和 3（2021）年 3 月 16 日）6，
 第 17 号（令和 3（2021）年 5 月 20 日）7，第 22
号（令和 3（2021）年 6 月 3 日）8 でも厚労省子
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ども家庭局長が同様の答弁をしているほか，第
208 回国会参議院法務委員会第 3 号（令和 4

（2022）年 3 月 16 日）9 でも，厚労省大臣官房審
議官が，立法当時の記録が明確ではないとした
うえで，同様の答弁を行っている．

また，2022 年 11 月に開催された「2022．11．
14 セーフ・アボーション院内集会／行政交渉」
では，厚労省子ども家庭局母子保健課に対して

「配偶者の同意は，なぜ必要か．何の権利に基
づくのか．」という質問が為され，担当者が以
下のとおり回答した．

　 「配偶者同意につきまして，昭和23 年に議員
立法で制定された際に配偶者同意要件とい
うものが設けられておりまして，その当時
の立法趣旨がどのようなものだったかにつ
いては明確なお答えは困難でございますけ
れども，社会において様々な家族観・倫理
観等についてご意見がある中で，現在人工
妊娠中絶につきましては，本人に加えて配
偶者の意思を確認するということになって
おります．この配偶者同意の見直しにつき
まして，まさに女性の自己決定権の方から
不要ではないかとご意見いただいていると
ころではございますが，一方で胎児の生命
を尊重する観点からより厳格に運用してい
くべきだといった様々なご意見が寄せられ
ているところでございまして，こういった
ところにつきましては非常に難しい問題で
あると認識しているところでございます 10．」

ここでも担当者は，立法趣旨については明確
でないとしたうえで，配偶者同意要件と胎児の
生命尊重とを関連付けている．どの回答におい
ても「胎児の生命尊重」については国民間に見
られる一意見として挙げられているに過ぎず，
配偶者同意要件の趣旨であると断言されている
わけではない．しかし一連の回答は，胎児の生
命尊重に関する意見を，配偶者同意要件に関す
る検討の際に少なからず考慮すべきものだと捉
えているようにみえる．

ところで配偶者同意要件は，直接的には配偶
者の利益を保護しているようにも思える．この

解釈を行っているのが，2019 年に開催された
 「第 1 回女子差別撤廃委員会最終見解への対応
に関するワーキング・グループ」11 での配布資
料「 女子差別撤廃委員会『日本の第 7 回及び第
8 回合同定期報告に関する最終見解』における
指摘事項への対応状況一覧」である．その「各
府省における取組状況」においては，本要件に
ついて「母体保護法は，胎児の親として配偶者
が有する権利を保護する趣旨に基づき，人工妊
娠中絶を行うには原則として配偶者の同意が必
要としている」としており 12，これは前述した
厚生省予防局（1940：31）の解釈（国民優生法
の優生手術に関するもの）と類似している．な
お，この資料公表より後に為された行政による
解釈は，本研究で参照できた範囲のもので断定
できるものに限っていえば，すべて「胎児の生
命尊重」に関連したものとなっている．

前節も含めて見た内容をまとめると，趣旨に
関する行政の解釈は〔1〕婚姻関係の保護 13，〔2〕
胎児の生命尊重，〔3〕胎児の親として配偶者の
有する権利の保護となる．

（2） 行政による配偶者同意要件の運用――結
婚していない女性と強制性交被害に遭っ
た既婚女性に注目して

（1）では，行政による配偶者同意要件の趣旨
についての解釈を見た．行政による本要件の運
用は 14 条の文言に忠実であるが，必ずしも趣
旨の解釈と合致していない．以下では，行政に
よる趣旨の解釈の妥当性を検討するために，結
婚していない女性と強制性交被害に遭った既婚
女性とに対する運用に注目する．

まず結婚していない女性の人工妊娠中絶につ
いては，第 2 節でも見たように，優生保護法成
立時から規定が存在しない．しかし実際には，
婚姻しておらず事実婚状態にもない女性の妊娠
は十分ありえることであり，その場合，相手男
性の同意が必要なのか必要でないのかが問題と
なる．そこで 2013 年，日本医師会による「家
族計画・母体保護法指導者講習会」において，
厚労省雇用均等児童家庭局母子保健課長に対
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し，相手男性の同意の要否についての質問が為
された．種部（2014：3）によると，その後厚
労省の正式見解として「配偶者とは，婚姻関係
にあるもの（事実婚を含む）を指す．したがっ
て…配偶者の存在しない方については，配偶者
の同意は不要である．」という内容の通知が出
された．また第 204 回国会参議院厚生労働委員
会第 22 号（令和 3（2021）年 6 月 3 日）14 でも，
厚労省子ども家庭局長は，婚姻しておらず事実
婚状態にもない女性の場合，相手男性は母体保
護法上の「配偶者」には当たらないと回答して
おり，以降，この解釈に変更はないようである．
つまり，一部答弁 15 に矛盾があるように思われ
るものの，結婚していない女性に対する運用で
は，相手男性を母体保護法上の「配偶者」とは
みなさず，その同意は不要とされている．

次に，強制性交被害に遭った既婚女性に対す
る運用を見る．そもそも 14 条 1 項 2 号に当た
る場合には，条文の構造上，人工妊娠中絶にあ
たって「本人及び配偶者の同意」（14条1項柱書）
が必要である 16．しかし強制性交の加害者が女
性の配偶者である場合には，DV のあるケー
ス 17 と同様に，14 条 2 項の「配偶者が…その意
思を表示することができないとき」が適用され，
本人のみの同意で人工妊娠中絶が可能なのでは
ないかと思われる．問題となるのは，結婚して
いる女性が，配偶者でない第三者に性的暴行を
加えられ妊娠した場合である．

これについて，前述の「2022．11．14 セーフ・
アボーション院内集会／行政交渉」18 において，
厚労省子ども家庭局母子保健課の担当者は，第
三者から強制性交の被害を受けた場合であって
も条文上は配偶者の同意が必要であると回答し
た．この運用は条文を厳格に解釈したものであ
ろうが，結果的に，配偶者が胎児の父親ではな
いうえ女性本人は性行為にさえ同意をしていな
い場合でも，配偶者の決定が優位に置かれる状
況になっている．

4． 司法による配偶者同意要件の趣旨について
の解釈

ここからは，司法による配偶者同意要件の解
釈を検討するため，配偶者同意要件の趣旨に関
する解釈に触れた2つの裁判例について見ていく．

まず，  東京地裁平成 28（2016）年 7 月 20 日
判決（LEX/DB 25536477）は，配偶者は人工
妊娠中絶同意書面を女性本人に交付したが，女
性が配偶者欄に「父親不明」と記載した同意書
を医師に交付して人工妊娠中絶が実施された事
案である．配偶者は，女性とその不貞行為の相
手男性に対して損害賠償請求をしたが，裁判所
は，母体保護法 14 条は，人工妊娠中絶を望ま
ないという意思決定に係る利益を超えて，人工
妊娠中絶の実施に際してどのような条項が適用
されるかに係る利益が法的保護に値するとまで
はいえないこと，本件人工妊娠中絶が既に終了
し同意を撤回する余地がないこと，配偶者の同
意は妊娠の経緯・人工妊娠中絶の理由が全て開
示されている場合に限るべきであるとする原告
の主張は採用できないこと，本件同意書が医師
に提示されずに人工妊娠中絶が実施されたとい
う事情も原告の意思決定を害するものとはいえ
ないことなどを理由として，請求を棄却した．

次に， 岡山地裁平成 29（2017）年 4 月 26 日
判決（医事法令社 2017：37-46）について見る．
本件は，女性本人とその配偶者が，人工妊娠中
絶を行った病院を開設する地方公共団体に対し
て，両名の同意を得ずに人工妊娠中絶を行った
と主張して損害賠償請求をした事案である．裁
判所は，女性本人の同意は得ていたが，配偶者
の同意を得なかった過失があり，その結果，配
偶者は人工妊娠中絶を行うかどうかという重大
な場面においてその意思を表明する機会を奪わ
れ苦痛を受けたとして，請求の一部を認容した．

ではこの 2 つの事例において裁判所は，配偶
者同意要件の趣旨をどのように解釈しているの
か．まず本人及び配偶者の同意を求める趣旨に
ついて，東京地裁判決は「自己の子となるべき
出生前の子（胎児）の出生について，親となる
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べき男女双方の意思決定を尊重する趣旨であ
る」と判示しており，配偶者同意要件単独の趣
旨については言及していない．また岡山地裁判
決も，本人及び配偶者の同意を求める趣旨につ
いては「医学的に相当な処置であっても，妊娠
当事者の心情に配慮し，一種の自己決定権を保
護する趣旨である」と判示している．一方で本
判決では，女性本人の人工妊娠中絶についての
同意があったと認められたにもかかわらず，配
偶者の同意は欠いたとして配偶者の損害賠償請
求を認容した．その理由を裁判所は，妻である
女性に対して「本件処置をするか否かという重
大な場面において，〔配偶者が〕自己の意思を
表明する機会を奪われた」ためであるとしている．

5．配偶者同意要件の趣旨に関する見解の妥当性

本稿では，母体保護法 14 条における配偶者
同意要件の趣旨に関する見解を整理してきた．
まず，優生保護法成立時の立法趣旨は明確でな
いが，その趣旨を〔1〕婚姻関係の保護とした
通知がある．母体保護法成立以降，行政によっ
て明らかとされた趣旨には，〔2〕胎児の生命尊
重と〔3〕胎児の親として配偶者の有する権利
の保護がある．また司法では，岡山地裁判決に
おいて〔4〕配偶者の意思表明の機会を得る利
益の保護という解釈が見られる．以下では，そ
れぞれの解釈について，14 条の文言や運用と
の関係，妥当性を見ていく 19．

まず〔1〕婚姻関係の保護について，その内
容は明確ではないが，夫婦に関する重大な決定
を夫婦で行うという考えに基づくように思われ
る．そうであるならば〔1〕は，女性や男性の
単独の利益でなく，両者の関係性を前提とした
夫婦としての権利に着目しており，14 条 1 項
が医師を主語としたうえで本人と配偶者とを同
列に扱っていることは，この解釈と矛盾しない．
また女性が結婚している場合にのみ配偶者の同
意が必要である運用は，判断基準を婚姻関係の
有無に置いており，この解釈に合致する．しか
し夫婦であっても，人工妊娠中絶に対する見解

が異なることはある．その場合に反対する夫の
意見が優先されることは，この趣旨では説明で
きない．そもそも，期間が制限されるかつ身体
の健康にも関わる人工妊娠中絶という問題に対
しては，意見が相違する前提の規定を置くべき
である．

また，配偶者同意要件は人工妊娠中絶の要件
のひとつであり，母体保護法 14 条が常に人工
妊娠中絶に反対する者の決定を優位に置く規定
であることから，〔2〕胎児の生命尊重を本要件
の趣旨と解釈することも可能である．しかしそ
うであるならば，14 条 1 項 1 号または 2 号に
該当する場合，なぜ配偶者の同意の有無によっ
て胎児が生命を尊重されるか否かが異なるの
か，また，なぜ嫡出子となりうる胎児と非嫡出
子となりうる胎児との間に線引きを設けるのか
について，合理的な理由を説明できないのでは
ないか．

次に，〔3〕胎児の親として配偶者の有する権
利の保護は，男性単独の子に関する利益に注目
したものである．「胎児の親」を血縁上の関係
を指すと解釈すると，〔3〕は胎児の親であるこ
とを根拠に配偶者の有する権利を保護している
ことになるので，胎児の親かつ配偶者である男
性のみが保護されることになる．胎児の親では
あるが配偶者でない男性の権利は，〔3〕と運用
双方において保障されない．一方で，胎児の親
ではないが配偶者ではある男性の権利は，〔3〕
では保障されないが，強制性交被害を受けた既
婚女性に対する運用では，保障される．規定上，
14 条 1 項 2 号による人工妊娠中絶に配偶者の
同意が求められることを考えれば，文言に忠実
であるのは運用であり，〔3〕は乖離している．
なお「胎児の親」を，法律上の関係を指すと解
釈すると，〔3〕は 14 条の文言にも運用にも矛
盾しない．

 また配偶者の子に関する利益には，「子を得
るかどうか決定する利益」と「意思表明の機会
を得る利益」とがある．後者の解釈をすれば，
配偶者が反対したとしても最終決定権は女性に
あることになるが，あくまで本要件は「通知要
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件」や「協議要件」ではなく「同意要件」であ
り，〔4〕配偶者の意思表明の機会を得る利益の
保護は，14 条の文言に合致しない．

以上から，〔1〕と〔2〕によっては本要件を
十分に説明できない．〔3〕は「胎児の親」を血
縁上の親と解釈した場合には 14 条の文言や運
用の現状と，〔4〕は文言と，合致しない．また

〔3〕の「胎児の親」を法律上の親として解釈し
た場合に文言と運用には齟齬しないが，仮にそ
うであるとしても，その権利が，どうして胎児
の血縁上の親であるが配偶者でない男性や女性
本人に対して優越するとみなされるのかについ
ては，疑問が残る．よって，現在見られる配偶
者同意要件の趣旨に関する見解は，いずれも妥
当でないように思われる．

本稿では紙幅の関係上，配偶者同意要件の趣
旨に関する考察にとどめたが，本要件には様々
な問題点がある．そもそも，妊娠・出産に関し
て女性と配偶者とが実質的に同等の決定権を持
つことは，胎児に対する権利を超えて，女性の
身体に対して，同等の権利を持つことを意味す
る．人工妊娠中絶の決定に際して，妊娠を通じ
てその生命身体に危険が生じうる女性の権利
と，その危険のない配偶者の権利とを同等に考
えること自体，不適切ではないか．今後は，本
要件の問題点について分析し，改正の方向性に
ついても検討したい．
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Why Is the Consent of the Spouse Required for an Abortion? 
In Light of the Historical Position and the Operation of the Spousal Consent Requirement

Yuino Niiyama

Summary

Article 14 of the Maternal Health Act requires the consent of the spouse for an abortion in 
addition to that of the female herself （Hereinafter the requirement is referred to as the spousal 
consent requirement.）. In light of the historical position of the spousal consent requirement in the 
Maternal Health Act and its predecessors, the National Eugenic Act and the Eugenic Protection 
Act, and its operation, this paper summarizes and examines views on the purpose of the 
requirement.

Firstly, the National Eugenic Act had no provision concerning the spousal consent for an 
abortion, and the spousal consent requirement for an abortion was established in the Eugenic 
Protection Act. Although the legislative intent of this requirement at that time is not clear, there 
is a notice stating that the purpose is〔1〕to protect the marital relation. Secondly, after the 
Maternal Health Act was enacted, the administrative authorities clarified the purpose of this 
requirement as〔2〕to respect the life of the fetus and〔3〕to protect the right of the spouse as 
the parent of the fetus. Finally, the Okayama District Court decision interpreted the purpose as

〔4〕to protect the interest of the spouse in having the opportunity to express their opinion.
Regarding these views,〔1〕and〔2〕do not fully explain the requirement.〔3〕does not match 

Article 14 or the current operation of the requirement if "the parent of the fetus" is interpreted 
as the biological parent, and〔4〕does not match the article. Concerning〔3〕, if "the parent of 
the fetus" is interpreted as the legal parent, there is no conflict between the view and the article 
and the operation. However, in this case, the question remains as to why the right of the legal 
father should be considered superior to that of the male who is not the legal but the biological 
father, or that of the female. Thus, none of the current views on the purpose of the spousal 
consent requirement seems reasonable.
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